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第１章 施設概況 

１ 概況説明 

令和 6年 4月に児童福祉法の改正により、児童発達支援センターの役割・機能が強化（地域の

インクルージョン推進、地域の発達支援の入り口としての相談窓口等）される。児童発達支援セ

ンターとして障害特性に関わらず身近な地域で支援を受けられる体制の整備を行い、福祉型児童

発達支援センターとして受け入れを行う。 

運動療法、保育（あそび）等の早期療育は継続して行い、一人ひとりの心身の発達と生活の自

立を支援していくことを目的とする。また、保護者に対しては、療育に関する知識の修得や日常

生活、就学等についての相談援助を行い、地域の子どもへの支援や事業所への支援も併せて行う。 

また、医療法による診療所を併設しており、園児に対して定期的に小児科、整形外科の診察を行

っている。単独通園または母子での通園を受け入れており、定員は 40名である。 

近年は、低年齢化および障がいの重複や重度化の傾向にある。医療的ケアを必要とする重度心

身障がい児や幼稚園、保育園や児童発達支援事業所と並行通園をする児童が増え、個々のニーズ

が多様化しており、より高い専門性と療育の質の向上が求められている。 

 

２ 沿革 

年月日 内 容 

 昭和 35年 

 

ポリオの大流行を機として、北海道小児マヒ財団が設立され、その事

業の中に肢体不自由児母子訓練施設の設置が進められた。 

 昭和 37年 9月 

 

 

旧西保健所（中央区大通西 19 丁目）内に仮施設として、札幌市マザー

ズホームを開設し、札幌市衛生部が運営を所管することとなる。（午前、

午後の二部制通園） 

 昭和 40年 1月 

 

北海道小児マヒ財団により東区北 19 条東 7丁目に施設が建設され、移

転する。 

 昭和 46年 4月 1日 施設名称を札幌市みかほ整肢園と改称する。 

 昭和 47年 1月 7日 施設を北海道小児マヒ財団より譲渡され、施設主体が札幌市となる。 

 昭和 47年 4月 1日 区制施行により東区福祉事務所福祉課所管となる。 

市立美香保小学校肢体不自由児学級を園内に開設し、重度肢体不自由児

の学童療育が始まる（つぼみ学級）。 

 昭和 47年 12月 1日 学童療育が完成する。 

 昭和 48年 7月 2日 隔日二部制通園とし、定員 80 名とする。 

  1組（年長組）～月・水・金・土曜日 

  2組（年少組）～火・水・木・土曜日 

 昭和 50年 4月 1日 福祉部障害福祉課所管となる。 

豊平区にひまわり整肢園が開設されたことにより、北区・東区・西区・
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と中央区の一部（大通以北）に居住する児童が対象となる。 

 昭和 51年 2月 1日 児童福祉法第 43 条 3 に規定する肢体不自由児通園施設として認可さ

れ、定員 60名とする。 

 昭和 51年 4月  市立美香保中学校肢体不自由児学級を開設する（つぼみ学級中等部）。 

 昭和 52年 4月 

 

機構改革により肢体不自由児学級の業務は福祉つぼみ学級として独立

分離し、通園業務のみとなる。 

 昭和 56年 7月 6日 機構改革により、厚生局福祉部児童家庭課所管となる。 

 昭和 58年 6月 1日 機構改革により、民生局保育部児童家庭課所管となる。 

 昭和 60年 6月 1日 現住所（東区北 17条東 5 丁目）にあかしあ学園との複合施設が完成し、

移転する。 

 昭和 61年 4月 1日 機構改革により、民生局福祉部障害福祉課所管となる。 

 平成元年 4月 1日 3 歳以上の年長組を月～金の毎日通園、3 歳未満の年少組を月・水・金

の隔日通園とし、土は個別療育相談日とする。 

 平成 3年 5月 建物の L字コーナー（D室および E室に隣接）を利用し、全天候型のプ

ールを設置する。 

 平成 5年 4月 1日 週休 2日制度導入に伴い、土曜日を休園とする。 

 平成 5年 11月 29日 機構改革により、民生局児童福祉総合センター児童育成課所管となる。 

 平成 6年 4月 1日 

  

平成 9年 4月 1日 

平成 10年 4月 1日 

定員が 60 名から 40 名となり、全園児を対象に隔日通園から月～金の

毎日通園となる。 

言語聴覚士が第二種非常勤職員として位置づけられる。 

機構改革により、保健福祉部児童福祉総合センター児童療育課所管とな

る。 

平成 11年 3月 

平成 11年 8月 1日 

平成 16年 4月 1日 

 

平成 18年 10 月 1日 

平成 22年 4月 1日 

新たに通年利用可能なプールが完成する。 

札幌市で二重措置が可能となり、当園でも保育園との並行通園が開始さ

れる。 

精神発達相談員が第一種非常勤職員として位置づけられる。 

機構改革により、子ども未来局児童福祉総合センター児童療育課所管と

なる。 

児童福祉法の改正により、措置制度から利用契約制度となる。 

併設のあかしあ学園が札幌市指定管理施設となり社会福祉法人北海道

社会福祉事業団の運営となる。 

平成 24年 4月 1日 肢体不自由児通園施設から医療型児童発達支援センターとなる。 

平成 27年 4月 1日 機構改革により、保健福祉局子ども発達支援総合センター地域支援課所

管となる。相談支援事業および保育所等訪問支援事業を開始する。 

令和 2年 4 月 1日 札幌市指定管理施設となり社会福祉法人麦の子会の運営となる。 

令和 6年 4 月１日 児童福祉法の改正により、福祉型児童発達支援センターとなる。 
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３ 施設概要 

（１）職員体制 

 職 種 人 数 備 考 

園 長 常勤職員 １  

児童発達支援管理責任者 常勤職員 １  

児童指導員 常勤職員 ３  

保育士 常勤職員 ６  

理学療法士 
常勤職員 

非常勤職員 

２ 

１ 
 

作業療法士 
常勤職員 

非常勤職員 

１ 

４ 
 

相談支援専門員 常勤職員 １  

看護師 
常勤職員 

非常勤職員 

  １ 

  ８ 
 

栄養士 常勤職員 ２  

調理員 非常勤職員 ３  

精神発達相談員 常勤職員 １ 週 2、3日 

言語聴覚士 非常勤職員 １  

事務 非常勤職員 ３  

用務員・運転手・指導員 非常勤職員   ７  

医

師 

小児科 非常勤職員 １ 月 2回 

整形外科 非常勤職員 １ 月 3回 

 

 

（２）施設の種類 

施設の種類 

指定福祉型児童発達支援センター（令和 6年 4月 1日指定） 

指定保育所等訪問支援（平成 27年 4月 1日指定） 

指定特定相談支援（平成 27年 4月 1日指定） 

指定障害児相談支援（平成 27年 4月 1日指定） 

居宅型児童発達支援事業（令和 2年 7月 1日指定） 

設置主体 札幌市 

運営主体 社会福祉法人 麦の子会 

敷地面積 2291.47㎡ 

建物面積 1015.53㎡ 

園児定員 40 名 

開園日 

土･日･祝日･年末年始（12月29日～1月3日）並びに、春期、夏

期および冬期に、合わせて年間15日程度設定する居宅指導日を

除く日。 
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開園時間 ８時45分から17時15分まで 

通常の事業の実施区域 札幌市全域 

主たる対象とする障害の種類 肢体不自由等 

４ 建物平面図 
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第２章 園児の状況 

１ 園児の動向  

（１）在籍児数   

       定員 40 名 (単位：名) 

       

月 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 合 計 

在籍園児数 56 56 56 58 59 58 59 61 60 61 61 61  

入 園 １ ０ ２ １ ０ １ ２ ０ １ ０ ０ ０ ８ 

卒退園 １ ０ ０ ０ １ ０ ０ １ ０ ０ ０ 15 18 

※在籍園児数は月初時点。 

※年平均在籍率 ％（年間在籍園数/480×100） 

 

（２）年齢別園児数  

 

 

（３）年齢別新入園児数   

 

 

   

 

 

 

 

      (単位：名) 

  0歳 1歳 2歳 3歳 4歳 5歳 合 計 

男 ４ ３ ３ ３ ７ ９ 29 

女 ３ １ 11 ４ ９ ４ 32 

合 計 ７ ４ 14 ７ 16 13 61 

※2026年 3月 31 日時点での年齢で算出。 

 （単位：名） 

  人数 

0歳児 ７ 

1歳児 １ 

2歳児    ０ 

3歳児 ０ 

4歳児 ０ 

5歳児 ０ 

合 計 ８ 

※2026年 3月 31 日時点での年齢で算出。 
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（４）在園期間   

      (単位：名) 

  1年未満 
1年以上 

2年未満 

2年以上 

3年未満 

3年以上 

4年未満 

4年以上 

5年未満 
5年以上 合計 

令和７年度 15 ９   12 11 11 ３   61 

※2026年 3月 31 日時点での算出。     

  

（５）地域別通園状況   

             (単位：名) 

  中央 北 東 白石 厚別 豊平 清田 南 西 手稲 市外 合計 

令和７年度 ５ 14 21 ０  ０ ３ ０ ０ 10 ４ ２ 61 

※2026年 3月 31 日時点での算出。          

 

（６）月別利用状況  

月 
開園日数 在籍人数 利用延人数 1 日平均利用人数 利用率 

（日） （名） （名） （名） (％) 

4 20    56 489 24.4 61.1 

5 20 56 434 21.7 54.3 

6 22 56 523 23.7 59.4 

7 23 58 546 23.7 59.3 

8 17 58 497 29.2 73.1 

9 21 58 544 25.9 64.8 

10 22 59 604 27.4 68.6 

11 19 61 559 29.4 73.6 

12 20 60    563 28.1 70.4 

1 19 61 534   28.1 70.3 

2 18 61 454 25.2   63.1 

3 21 61 591 28.1 70.4 

合 計 242 705     6338   

月平均 20.1 58 528.1 26.2 65.7 

※「1日平均利用人数」は、利用延人数/開園日数 

※「利用率」は、利用延人数/（開園日数×在籍人数）×100 

※小数点第 2位以下四捨五入 
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（７）卒退園児の状況   

 (単位：名) 

  令和７年度 

卒園児 

札幌市立豊成養護学校 ０ 

北海道拓北養護学校 ５ 

北海道真駒内養護学校 ２ 

北海道手稲養護学校 ０ 

北海道札幌養護学校 １ 

北翔養護学校 ３ 

石狩もみじ山校舎 ０ 

小学校（普通学級） ０ 

小学校（特別支援学級） ２ 

小 計 13 

退園児 

幼稚園 ０ 

保育園 ０ 

転 居 ０ 

死 亡 ０ 

事業所（児童発達支援事業所他） ４ 

その他 １ 

小 計 ５ 

合 計 18 
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２ 障がい別構成 

（１）疾病別構成  

病名 名 病名 名 

脳性麻痺 11 先天性多関節拘縮症 １ 

精神運動発達遅滞 ２ チャージ症候群 １ 

クリーフストラ症候群 １ 先天性高インスリン血症 １ 

ウエスト症候群 １ 摂食障害 １ 

嚢胞性線維症 １ 片側顔面矯小症 １ 

ダウン症候群 12 骨系統疾患 ２ 

染色体異常 ５ 小頭症 １ 

脊髄性筋萎縮症（SMAI型） １ シュベール症候群 ４ 

脊髄髄膜瘤 １ 運動発達遅滞 ４ 

超低出生体重児 ２ 滑脳症 １ 

13 トリソミー １ ミトコンドリア症 １ 

二分脊椎 １ 多発奇形症候群 １ 

先天性筋強直性ジストロフィー １ 先天性心疾患 １ 

 

（２）身体障害者手帳・療育手帳取得状況 

  （単位：名） 

  

  

身体障害者手帳 療育手帳 

1 級 2級 3級 4級 6級 なし 合計 A B B⁻ 合計 

令和７年度 24 ４ ２ １ ２ 18 51 ４ ３ ０ ７ 

令和７年度割合(%) 47% ７% ３％ １% ３% 35%      
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第３章 各職種業務 

１ 児童指導員  

 

（１）園児・保護者に関すること 

・福祉情報の提供、相談等を適宜行った。 

・就学に関する情報提供、保護者研修、学校見学等を実施した。 

・札幌市幼児教育センターによる教育相談を園内で実施できるよう調整した。就学相談用資

料を作成し提出した。 

日 程 項 目 概 要 参加保護者数 

6月 25 日（水） 就学研修 
講師：札幌市幼児教育センター職員 

内容：就学までの流れについて 
15 名 

 

 

（２）連絡調整に関すること 

・就学に関して特別支援学校、札幌市教幼児育センター、教育委員会教育推進課と連絡調整

をした。 

 

（３）記録・統計・資料作成に関すること 

・名簿（園児名簿、個人台帳、出欠予定表、出欠確認表等）の作成、管理を行った。 

・園児の出席状況の確認・管理を行った。 

 

（４）通園の運行管理に関すること 

・希望者へのドアツードアでの送迎に伴い、欠席による変更など利用児への連絡調整を行っ

た。 

・利用希望児への聞き取りのうえ送迎を行った。 
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２ 理学療法士・作業療法士  

（１）方針について 

ア 園児の心身の状況に応じた理学療法（ＰＴ）、作業療法（ＯＴ）を医師の指示と連携の

もと実施する。 

・整形外科医師と補装具診察や整形診察を連携して行った。 

・主治医の診察場面に同行し、園児の状況確認を行った。 

イ 療育の場として、他部門・他機関との連携を図り、地域での生活および就学に向けての

支援を行う。 

・クラス打ち合わせ、職員朝会後のクラス打ち合わせ、計画会議を通して連携をはかった。 

・医療機関や地域事業所、幼稚園との連携をおこない地域の中で生活していくための支援

を行った。 

・就学先の学校との引継ぎを行い、連携を図った。 

 

（２）今年度の重点について 

ア ＰＴ・ＯＴの業務を通じて園児の発達を促していく。 

・個別の時間および２～コマ目の療育や給食の場面においても関わり、おおむね達成でき

た。 

イ 関係機関や地域との連携を取りながら、園児および家族への支援を行う。 

・医療機関、事業所、幼稚園への訪問および、担当者会議等にも参加した。 

・家庭訪問等も行い、生活環境への支援も行った。 

 

（３）業務内容について 

項 目 業務内容 実施業績 

実施計画 

①立案・推進（他部門との調整） 

②代表者会議での全体調整（児童発達支援

計画を含む） 

③月予定表・記録の管理 

・月予定表の作成 

・出欠、変更の記録 

①計画的に行えた。 

②医療係として連携し行えた。 

③計画的に行えた。 

内 容 

①実施計画内容の作成･実施･説明・記録 

②整形外科診察補助と医師との連携 

③補装具・日常生活用具・自助具の相談、

製作 

④給食時の姿勢や自助具等に関する支援 

⑤園児・保護者・職員への支援・助言・情

報提供 

⑥日常生活における支援（家庭訪問も含む） 

⑦関係機関との連絡・連携（幼稚園、医療

①全体的に遅れたが行えた。 

②計画的に行えた。 

③診察時間外にて行なうことが多

かった（表 3）参照 

④計画的に行えた。 

⑤達成できた。 

⑥実績（表 2）参照 

⑦実績（表 2）参照 

⑧幼稚園への訪問や学校への情報
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機関等） 

⑧卒園児、退園児への支援・助言・情報提

供 

提供なども行った。 

器具管理 

①器具の管理・整備・点検・清掃（A室、

工房） 

②新規作成，購入，修理に関する連絡調整 

③物品の貸し出しに関する記録・連絡調整 

④図書・ソフトなどの管理 

①～④管理や清掃等はおおむね達

成できた。 

研修企画 

・推進 

PT・OT知識・技術向上のための研修計

画・推進 

伝達研修・勉強会やケースカンフ

ァ等を計画的に行えた。 

業務連絡 

調整 

①子ども発達支援総合センター  

②ひまわり整肢園   

③その他 

必要に応じて実施した。 

保育所等

訪問支援 

発達に心配のある児童の保育所、幼稚園、

学校での活動を支援する。 

在園児や退園児の幼稚園や事業所

への訪問は行ったが、訪問支援と

いう形は取らなかった。 

PT・OT 

実習・見学 

① 受け入れ準備 

② 他部門との調整 

①実績（表４）参照 

②見学の協力を依頼した。 

 

（表１）令和７年度個別訓練実績表   

 月 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 合 計 

PT 

コマ数 131 76 119 123 102 134 147 122 117 114 117 146 1,448 

実施数 64 62 87 101 91 99 102 92 81 91 62 80 1,009 

実施率 66.4 81.6  73.1 82.1 89.2 73.9 68.9 75.4 69.2 73.4 53.0 54.8 71.6 

OT 

コマ数 124 83 133 131 108 114 147 102 121 103 127 139 1,432 

実施数 66 72 90 86 87 84 78 69 82 69 55 63 901 

実施率 71.0 86.7 67.7 65.6 80.6 73.6 53.1 67.6 67.8 67.0 43.3 45.3 65.8 

※ＰＴ・ＯＴの 4名は、個別訓練の他に、クラスの活動にも従事していた。また、行事に一日従

事した。 

 

（表２）訪問による連携 

訪問先 内 容 回 数 

家庭訪問 

長期欠席園児の様子や状況確認、訪問リハ担当 PT・OT との連

携、椅子・装具のチェック、仮合わせ、確認など複数の園児宅

に訪問 

25件 

子ども発達支援

総合センター他 
園児引継ぎ みかほ⇔子ども発達支援総合センター他 ０件 

病院訪問・ 

同行訪問 
入院中の病状確認、連絡調整 15件 
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幼稚園・ 

保育園訪問 
並行通園時の連絡調整、卒園する園児の就学先との調整 ３件 

事業所等 
園児が利用しているデイなどの事業訪問を行い、環境整備や介

助時などへの支援を行った。 
０件 

 

（表３）当園への訪問受け入れ 

関係機関 内 容 回 数 

補装具業者 整形診察以外での業者との調整 224 件 

園児の訪問 PT・OT Therapy場面の見学、連絡調整など ３件 

 

（表４）ＰＴ・ＯＴの実習受け入れ実績 

期 間 学校名 受入職種 人 数 

４月 21日(月)～６月 13日(金) 日本医療大学 OT 1名 

４月 14日(月)～５月 23日(金) 文教大学 PT 2名 

５月 12日(月)～７月４日(金) 東北福祉大学 OT 1名 

５月７日(月)～７月１日(金) 北海道医療大学 OT １名 

６月 23日（月）～８月１日（金） 文教大学 PT ２名 

６月 30日(月) ～８月 22日(金) 日本医療大学 OT １名 

７月７日(月) ～８月 29日(金) 千歳リハビリテーション大学 OT １名 

８月 18日（月）～９月 26日（金） 北海道科学大学 PT １名 

９月１日（月）～９月５日（金） 文教大学 PT １名 

９月８日(月)～９月 12日(金) 千歳リハビリテーション大学 OT １名 

10月６日(月）～12月６日(金) 北海道リハビリテーション大学校 OT 1名 

10月６日（月）～11月 14日（金） 文教大学 PT １名 

10月 20日（月）～12月 12日（月） 東北福祉大学 OT １名 

10月 27日(月）～10月 31日(金) 日本医療大学 OT ２名 

11月４日（火）～12月１日（月） 西野学園 PT ２名 

11月 10日（月）～12月 19日（金） 日本医療大学 OT １名 

1月 13日(月)～２月６日(金） 千歳リハビリテーション大学 OT 1名 

１月 14日（月）～２月 28日（金） 北海道医療大学 OT １名 

１月 26日（月）～２月６日（金） 北海道医療大学 PT １名 

３月２日（月）～３月６日（金） 北海道リハビリテーション大学校 OT １名 
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３ 言語聴覚士 

（１）方針 

ア 園児の障がいや発達状況に応じて言語聴覚療法（ＳＴ）を行う。 

・保護者の意向を確認してコミュニケーションなどその子の状態に合わせて行った。 

イ 療育の場として、他部門・他機関との連携を図り就学に向けての支援を行う。 

・各打ち合わせの場や支援計画の話し合いの中で情報交換、連携を図り行った。 

 

（２）今年度の重点について 

視覚的に伝達しやすい環境づくりに努める。 

・個別対応では、写真や実物を見せながら本人の意図が伝わりやすい状況を設定した。 

 

（３）業務内容について 

項 目 業務内容 実 績 

実施計画 

月予定表・記録の管理 

・月予定表の作成  

・出欠、変更の記録 

登園児の予定に合わせてリハビリの

計画を立てた。 

内 容 

①個別支援計画の作成・実施 

②園児・保護者・職員への支援・助言・

情報提供、教材製作 

③給食に関する支援 

④関係機関との連絡・連携 

（幼稚園、医療機関、事業所等） 

⑤卒園児、退園児への支援・助言・情報

提供 

① ①対象児の会議に参加した。 

② ②ミニ講座の中で保護者向けに話を

した。 

③他職種とともに関わった。 

④施設訪問をしたり、見学の機会を

提供、情報交換を行った。 

⑤引き継ぎの中で行った。 

物品管理 

② 物品の管理・整備・点検・清掃（言語

聴覚室） 

②物品の補充、購入 

①定期的に行った。 

③ 新たに購入するものはなかっ

た。 

研 修 
② 知識・技術向上のための研修 

②他部門と連携して園内研 

①個人的に参加した 

②参加した 

 

（４）実施回数 

年度初めおよび入園時に配る児童票で確認した意向を参考に多様な関わり方を持った。 

（表）令和７年度個別訓練実績表 

月 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 合計 

コマ数 0 0 83 84 36 84 92 80 57 45 61 60 682 

実施数 0 0 33 21 22 44 39 39 27 30 28 27 310 

 実施率 0 0 

 

39.8 36 61.1 52.4 42.3 48.8 47.4 66.7 45.9 41.5 40.2 

※実施率は小数点第１位以下四捨五入 
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４ 精神発達相談員（児童心理司） 

（１）方針 

ア 園児の障がいや発達状況に対し、家族の希望に応じながら精神発達相談を行う。 

・家族の要望や園児の状況に応じながら、アセスメントや助言を行い、園児と家族の生活

に役立つよう配慮した。 

イ 療育の場として、他部門・他機関との連携を図り、就学に向けての支援を行う。 

・就学に向けて、検査結果や発達状況についての情報の共有を図り、他部門と連携して保

護者の相談に対応した。 

 

（２）今年度の重点 

ア クラス活動の場などで積極的に参与・観察を行い、保護者や職員からの聴取と合わせて

園児の状態像を多面的に把握する。 

・積極的にクラス活動などの場で参与・観察を行い、得られた情報を事前情報と合わせて

相談支援に役立てることができた。 

イ 知能検査・発達検査の有効な活用方法を検討する。 

・保護者のニーズに応じながら検査の実施と結果のフィードバックを行い、園児の発達状

況の確認を行うことができた。 

ウ 空き時間や給食時間などを有効利用しながら、柔軟に支援活動を行えるよう心がける。 

・空き時間や給食時間を利用して園児への参与観察を行うことができた。 

 

（３）実施回数 

（表）令和７年度個別訓練実績表 

月 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 合計 

コマ数 41 38 34 38 23 41 30 23 22 30 26 11 357 

実施数 16 16 17 18 15 16 10 14 13 14 13 7 169 

実施率 39.0 42.1 50.0 47.4 65.2 39.0 33.3 60.1 59.1 46.7 50.0 63.6 49.6 

※実施率は小数点第 1位以下四捨五入 

 

（４）実施内容 

ア 個別指導に関して 

・保護者からの発達の不安に対する相談や要望を受け、病院や児童発達支援事業等の紹介

など情報提供を適宜行った。 

イ 他職種・他機関との連携 

・他職種と積極的な情報共有を行うことができた。 

ウ 研修 

・個人的に園外の研修にも参加した。 

エ 園行事への参加 

・行事に参加し当日業務を行った。 
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５ 保育士 

（１）方針 

ア 個別支援計画に基づいて、個々の心身の発達を促すように、あそびの内容や方法を工夫し

て行った。 

イ 友だち同士が関われるあそびを工夫するなどして、社会性が身についていけるように支援

した。 

ウ 保護者が子どもとの関わり方が豊かになるよう、多職種と共通理解を持ち連携しなが

ら支援した。 

エ 家族が地域で豊かに生活していけるように、他機関との連携を図った。 

 

（２）ねらいおよび保育内容 

 
ねらい 内容および方法など 

クラス活動 

・親子でいろいろなあそびを経験

する。 

・集団で遊ぶ楽しさを味わう。 

年齢を基本として３クラス（さくら・ちゅう

りっぷ・よつば）としてクラス活動を行った。 

・さくら組～４・５歳 

 毎日２・３コマ目にクラス活動を行った。 

・ちゅうりっぷ組～２・３・４歳 

 毎日２・３コマ目にクラス活動を行った。 

・よつば組～０・１・２歳 

個別保育 
・制作活動など個々の発達に合わ

せて月１回程度行う。 

・個別支援計画に基づいて担当が内容を考え

て行った。 

・個別または３～５人の小集団で行った。 

交流保育 
・保育園の友だちとふれ合う機会

をもつ。 

・９月と１０月の計２回行った。 

・各園の運動会の踊りを披露して一緒に踊る

ことや、ハロウィン宝探しなどの集団遊びを

行った 

園外活動 

・友だちと一緒にでかける楽しさ

を親子で味わう。 

・親子で社会経験をする。 

・園バスや送迎車を利用して公園などに出か

けた。 

・さとらんど遠足（５月）、お泊り会（７月）、

円山動物園遠足（９月）、北大散歩（11 月）

を行った。 

誕生会 

・友だちと一緒に誕生会を楽し

む。 

・誕生児をお祝いする。 

・月１回（11:10～11:50）行った。 

・誕生児には、誕生カードと花束を渡した。 

 

（３）業務内容 

ア 個別懇談（支援計画説明含む）とクラス懇談を実施した。 

イ 季節ごとのお知らせを含め、各クラス毎にお便りを作成し配布した（水あそび、プール、
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雪あそびの準備や、保育内容、クラスの様子について等）。 

ウ 実習生の受け入れを実施した。 

期 間 学校名 人 数 

５月 19日（月）～５月 30日（金） 札幌こども専門学校 １名 

 ６月 10日（火）～６月 24日（火） 専門学校北海道福祉・保育大学校 １名 

７月７日（月）～７月 18日（金）、

24日(木)～25 日（金） 
札幌医療秘書福祉専門学校 １名 

７月 22日（月）～７月 25日（金） 札幌こども専門学校 ２名 

７月 28日（月）～８月８日（金） 札幌こども専門学校 ２名 

７月 28日（月）～８月８日（金） 札幌大谷大学短期学部 １名 

８月 19日（月）～８月 29日（金） 藤女子大学人間生活学部 ２名 

10 月６日（月）～10月 20 日（月）、

27日（月）、11月 17日（月） 
札幌医療秘書福祉専門学校 １名 

11 月 17日（月）～12月 1日（月） 藤女子大学人間生活学部 ２名 

12 月 10日（水）～12 月 12 日（金）、

17日（水）～19日（金）、24日（水） 
札幌大谷大学短期大学部 ２名 

２月４日（水）～２月 19 日（木） 札幌大谷大学短期学部 ２名 

２月 20日（月）～３月６日（金） 札幌大谷大学短期学部 ２名 

 

エ プールの点検と管理を実施した。 

オ 保育に関する物品の確認と点検と購入（絵本、ぺープサート、紙芝居、楽器、保育教材

など）を実施した。 
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６ 看護師   

（１）園児の健康管理および相談支援に関すること 

ア 個別保健相談の実施 

（ア）実施回数 10 件 

（イ）個別保健相談にもとづいて保健計画を立案、実施、評価を行った。 

（ウ）相談内容 

①かかりつけ病院での治療内容、医師の見解の確認 

②使用薬剤の確認 

③園児の個別的な健康問題 

・呼吸器疾患(血中酸素濃度の動向、血液検査データ、痰の量、呼吸器の使用状況、カ

フアシストの使用頻度、在宅酸素治療、気管切開部) 

     ・てんかん発作(頻度、持続時間、種類、使用薬剤、発作時の対応の共通理解) 

     ・栄養・体重管理 

     ・周手術期、術後の管理について 

     ・将来的な褥瘡リスクについて 

     ・皮膚トラブルについて(オムツかぶれ、湿疹など) 

     ・消化器症状について(栄養注入後の嘔気･嘔吐、便秘) 

④医療ケアの共通理解を図る 

⑤予防接種について 

イ 入園前面接の実施  

ウ 園児の健康管理 

（ア）保護者からの電話相談を行った(発熱など体調不良時の対処法、登園の可否について

相談)。 

（イ）登園時の体調管理 

①呼吸器症状 

・痰貯留、血中酸素飽和度、チアノーゼの有無、呼吸音の異常の有無、使用薬剤の変

更の有無 

②風邪症状(発熱他) 

・体温表を記入しやすい場所に設定し可視化することで、登園時の検温をほぼ定着化

できた。 

③消化器症状 

・排便コントロール、使用薬剤の変更の有無、食欲 

④発作の状況 

・頻度、持続時間、種類、使用薬剤の変更の有無、発作時の対応の共通理解 

⑤睡眠リズム 

（ウ）園児の健康問題に関連した不安の軽減を図るため、また園児の体調や治療方針の確認

を行うことを目的に医療機関との連携を図った。 

医療機関との連携 
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① 手稲渓仁会病院（小児科） 

       要保護対応家庭で日常生活全般の支援を行っていく中で主治医への情報提供や

現在の診察上の見解など確認し、改めて日常生活上での注意点、特にてんかん発

作時の対応等を確認しあった。 

      ②単独療育やショートステイの積極的な利用に伴っててんかん発作時の対応につ

いて確認するため受診同行を行った。主治医より発作時の指示箋があり、後日み

かほ整肢園嘱託医、診察時に緊急対応時の対応について確認した。 

（エ）担当支援者会議の参加、福祉事業所や関係学校機関への申し送りを行った。 

（オ）感染性疾患の拡大予防 

   ・社会全般の感染状況を毎日把握し、厚生労働省、道知事、札幌市保健所の通達に基づ 

いた感染対策をその都度作成して取り組んだ。 

    ・新型コロナウイルスに関連した症状出現者や、濃厚接触者との接触履歴者、および濃

厚接触者へその都度保健所の指示を確認して対応した。 

    ・流行時期を考慮して事前にインフルエンザ、感染性胃腸炎に関するプリントを配布し

た。 

  

（２）小児科・整形外科・歯科診察介助 

ア 小児科診察時の保護者と園児の様子や、医師からの説明内容について、療育記録に記載 

しスタッフとの情報共有を図った。 

イ 発達医療センター、子ども心身医療センター、札幌歯科学院専門学校との連絡調整を図 

った。 

ウ 診察実績 

 実施日数(日) 受診人数(名) 

小児科 24 83 

整形外科 35 97 

歯科検診 １ 24 

 

 エ ６月 10日飯塚先生に来ていただき、24名の歯科健診を実施した。 

（３）身体計測の実施 

ア ４回/年(３か月ごと)実施した。摂食の練習中や体重管理を行う児に対しては１～２か 

月ごとに実施した。 

イ 栄養・体重管理について職員間で情報の共有を図り、必要に応じ保健相談を実施した。 

栄養士と連携しながら保健相談や栄養相談を実施した。 

ウ 年度末に４回の計測値(身長・体重・カウプ指数)をまとめ、保護者に発育状況を伝え 

た。 

 

（４）事故発生時の応急処置および救急体制の整備 

ア 園児の緊急時かかりつけ医師連絡票の作成 

  イ ＡＥＤ、ＳａＯ２測定器、吸引器、外出時救急バックの点検 １回／月 
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  ウ プール活動前に保護者に健康調査を実施。それに基づき、同意書を提出してもらった。 

  エ プール活動時、プールサイドで危険がないか観察した。 

（ア）プール活動前の健康チェック(体温、風邪症状など) 

  （イ）気管切開を行っている園児の場合、気管孔から水が流入の危険がないか観察した。 

（ウ）顔色、表情から疲労、体温低下の状況を観察した。 

  オ 園外活動への同伴 

 

（５）医療的ケアの実施 

ア かかりつけ病院の担当医師の意見書をもとに実施した。 

イ 主に親子分離保育、給食時に実施した。 

  ウ 下記表の他に、発作時の処置を医師の指示に基づき施行した。 

エ 令和７年度 医療的ケアの実施状況 

ケアの種類 人数(名) 

気管内吸引 ２ 

吸入 ３ 

人工呼吸器管理 ５ 

胃瘻からの栄養注入・管理 11 

経鼻経管カテーテルからの栄養注入・管理 ４ 

酸素投与の管理 ７ 
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７ 栄養士  

（１）給食実施回数および延べ給食数 

献立作成にあたり必要な栄養摂取量を満たすだけでなく、可能な限り様々な食品や味を経験

する機会となるよう食品の選択も考慮し、下表のとおりの回数・食数を実施した。 

月 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 

回 数 20 21 20 22 17 19 22 20 20 19 18 19 

食 数 552 709 694 751 638 637 668 633 641 666 637 693 

 

（２）栄養価 

今年度の実績と充足率は下表のとおり。 

 
熱量 

たん 

ぱ く質 
脂質 

ｶﾙｼｳ

ﾑ 
鉄 V.A V.B1 V.B2 V.C 

食塩 

相 当 量 

食物 

繊維 

(kcal) (g) (g) (mg) (mg) （μg） (mg) (mg) (mg) （g) （g) 

基準値 446 18.4 12.4 201 1.9 166 0.25 0.28 17.5 1.2 2.8 

実績平均 469 19.7 13.2 209 2.3 251 0.34 0.34 37 1.5 5.2 

充足率平均 (%) 105 107 107 104 120 151 139 123 214 126 186 

 

（３）個別対応 

幼児食の摂取が困難な園児には家庭での摂取状況を確認、各担当と連携し、個別の食事形態

を決定し対応した。食事形態以外にも園児の栄養、摂食状況等に応じた量的個別対応や食器・

食具の個別対応も可能な限り行った。アレルギー児には基本的に代替食・除去食とした。 

 

（表１）形態的個別対応（2026年 3月 31日現在） 

 普通食 荒刻み食 刻み食 ミキサー食 離乳食 合計 

 人数（人） ７ 20 16 12 ０ 55 

              

 

（表２）その他個別対応（2026年 3月 31日現在） 

 人数（名） 

食物アレルギー等による代替食・除去対応 ８ 

 

（４）栄養指導 

・新入園児については入園前面談を行い、家庭での調理形態・嗜好・食事量・食物アレルギ 

ー等について確認し食事を提供した。 

・食物アレルギーについては医師の指示に基づいての実施となる。生活管理指導表・食物ア 

レルギー対応申込書を提出してもらい対応した。 

・主に給食時間に各クラスに入り、摂食状況を確認し、家庭での食事の様子を聞くなど園児

の状態の把握に努めるとともに栄養相談を行った。また、必要に応じて親子分離できる時間



21 

 

にも栄養相談を実施した。 

 

（５）その他 

・毎月末に給食だよりを発行した。 

・園での食事の形態調整の方法や、献立の作り方について必要に応じて保護者に伝えた。 

・２月に保護者へのミニ講座の一環として、「みかほの給食」「こどものおやつ」について

の講座を実施した。 
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８ 児童発達支援管理責任者（児発管） 

（１）入退園に関すること 

・利用契約の締結・終了を行った。 

・入園希望児からの入園相談および見学の受付を行い、見学を実施した（見学 19 名、うち

今年度入園６名、次年度入園予定５名）。見学は園長、児童発達支援管理責任者、相談支援

専門員で対応した。 

・新入園児の入園オリエンテーションを行った。 

・通園の利用開始・終了に伴い、関係機関との調整事務を行った（契約内容報告書の提出、

上限額管理に関する手続き、並行利用している児童発達支援事業所との連絡調整、児童発達

支援センター利用者負担軽減に関する事務等）。 

 

（２）児童発達支援計画の作成に関すること 

ア 児童発達支援計画会議の運営を、下記の通り行った。 

 会議回数 ケース数 

計画会議 61回 122ケース 

イ 計画に合わせて中間評価を行い、その後にアセスメントに基づいた計画を作成した。 

ウ 途中入園の園児については、契約時にアセスメントをして入園日に同意を貰った。 

エ 支援内容に関連する関係機関との連絡調整を行った。 

オ 保護者に対する個別支援計画の説明と交付の準備を行った。 

 

 

（３）連絡調整に関すること 

・園児の各種サービスの利用状況を確認した（通所支援受給者証、医療費受給者証、手帳の

取得状況等）。 

・在園証明書を発行した。 

・月報を入力した。基本相談件数を取りまとめ報告した。 

・業務計画、業務概要を作成した。 

・実態調査等各種照会に係る資料を作成した。 

・札幌市への月次報告書を作成した。 

 

（４）保育所等訪問支援 

・必要に応じて行った。 

 

（５）見学者対応 

・関係機関からの見学者に対応した。 

 

（６）園だよりに関すること 

園だよりの作成発行し、園内での配布および関係機関への送付を行った。 
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（７）来園者や関係機関への訪問の連絡調整 

来園希望の連絡があった場合は、担当職員に伝え、全体に周知した。職員から関係機関へ

の訪問の希望の申し出があれば、関係機関へ連絡し、訪問の目的を告げ、日程調整をした。 

 

（８）ボランティアに関すること 

今年度は１名の受け入れを行った。 
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９ 相談支援専門員                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

（１）障害児相談支援に関すること 

・障害児通所サービス（児童発達支援、放課後デイサービス、保育所等訪問支援）を利用す 

る児童の利用計画作成、モニタリングを行った。 

・利用計画作成、モニタリング時には家庭訪問をして聞き取りを行ない、契約している事業 

所と利用状況について確認し、必要に応じて新たな事業所紹介・同行などを行った。 

・利用計画作成にあたっては、本人と保護者、関係機関などが集まりサービス担当者会議を 

開催した。 

 

（２）計画相談支援に関すること 

・障害児福祉サービス（居宅介護、短期入所など）を利用する児童の利用計画を作成・モ 

ニタリングを行った。 

・利用計画作成、モニタリング時には家庭訪問をして聞き取りを行い、契約している事業 

所と利用状況について確認し、必要に応じて新たな事業所紹介･同行などを行った。 

・利用計画作成にあたっては、本人、保護者と関係機関などが集まりサービス担当者会議を 

開催した。 

・障害児福祉に関する研修会、会議、自立支援協議会東区部会に出席し、他機関との関係づ 

くりを行い、連携に努めた。 

 

（３）基本相談支援に関すること 

電話等の基本相談に対応、状況に応じて家庭訪問を実施した。主な内容は受給者証申請手続

き、事業所紹介および見学同行、その他福祉サービスの情報提供などを行った。基本相談を受

けた中で、家庭環境や利用状況の変化により再度相談を受けたケースもあった。 

 

（４）相談支援実施状況 

・相談支援実績（表） 

・計画相談利用児のうち、みかほ整肢園在園児は７名、在園児以外（卒退園児含む）は 

12 名であった。 

・担当者会議は、契約者の利用状況の確認と保護者の意向から、計画作成後に開催するこ 

とが多かった。 

・訪問は、計画相談利用者宅訪問(更新・モニタリング･事業所との面談など)、利用事業所

訪問のほか基本相談の家庭訪問や事業所同行も相談者の状況に応じて行なった。 
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（表）令和７年度相談支援実績                       

 計画相談 基本相談 

訪問件数 
月 

契約 

児童数 

計画作成

件数 

モニタリ 

ング件数 

担当者 

会議数 
相談件数 相談件数 

４   25 ２ ０ ２ ４ ４ １ 

５ 25 ０ １ ３ ５ ７ ０ 

６  25 ０ １ １ 12 ４ ０ 

７ 24 １ １ ２ ４ ５ １ 

８ 24 ３ ０ ３ ３ ５ ０ 

９ 24 １ ０ １ ６ ５ ０ 

10 24 １ １ １ ２ ８ ２ 

11 24 ０ ０ １ ２ ７ ０ 

12  24   １ ２ １ １ ３ ０ 

１ 24 ０ ０ ２ ３ ７ ０ 

２ 24 ２ ０ ０ ２ ３  １ 

３ 24 ２ ２ ０ ５ ７ ２ 

合計  13 ８ ８ 49 65 ７ 
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第４章 地域支援 

（１）児童発達支援センター会議 

「障がい児通所支援等の円滑な提供に向けた児童発達支援センターのあり方（基本方針）」

に基づき、児童発達支援事業所や関係機関との支援ネットワークの構築を目的として開催。市

内９カ所の児童発達支援センターで担当地区を決めた。当センターは「北区(新川、新川西、

北６条～北 34条)、東区(本町、苗穂町、北４条～北 23 条)」を担当。 

 

（２）児童発達支援事業所向け研修会 

    

日 程 テーマ 講 師 

 11 月 20日 

基礎研修 

「札幌市が目指す障害児通所支援事業の方向性について」 

「子どもの時に大切にしたいこと」 

 

グループワーク※年数や役職考慮してグループを作成 

動画視聴 

 

 

 

（３）子ども部会 研修会 

日 時 テーマ 講 師 

１月 26日 
「子どもの育ちを支えるためのご家族へ

の寄り添いかた」 

・札幌市保健福祉局障がい保健福祉部

障がい福祉課 自立支援担当課長 

・児童発達支援センターさんりんしゃ 

障がい児地域支援マネジャー 

・札幌市通園児父母連絡会 代表 

２月２日 「札幌市巡回系事業 情報交換会」 巡回系事業者 

２月 27日 
「子どもを支える地域の力 

～子どものあそびをまんなかに～」 
旭川市立大学短期大学部幼児教育学科 
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第５章 全体業務 

１ 行事 

日常の療育プログラムとは異なる経験を通して園児の感受性を豊かにすること、また、日常の

療育活動を活性化させることを目的に実施した。 

行 事 日 程 担 当 

入園オリエンテーション ４月２日(火) 下野 北上 

さとらんど遠足 

  ５月 30日（金） 川上 米田 

 ６月３日（火） 中島 川合 

６月５日（水） 星野 鴈原 

年長お泊り会 ７月 11日（金）12 日（土） 川上 山本 

夏祭り  ８月２日（土） 下野 北上 

円山遠足 

９月 24日（水） 山本 川合 

 ９月 25日（水） 田村 鴈原 

９月 26日（金） 岡田 米田 

運動会 ９月 27日（土） 阿藤 鳥越 

 

北大散歩 

 

11月４日（火） 阿藤 川合 

11月６日（木） 小西 米田 

11月７日（金） 星野 鴈原 

生活発表会 11月 22日（土） 中島 川合・米田 

もちつき 12月４日（木） 冨永 秋田・鴈原・飯田 

クリスマス会 12月 24日（水） 岡田・中島 川合 

お正月会 １月 10日（金） 星野 米田・篠田 

豆まき ２月３日（火） 冨永 川合 

ひなまつり ３月３日（火） 岡田 米田 

卒園式 ３月 14日（土） 川上・山本・阿藤 鴈原 

 

２ 係担当 

（１）研修 

保護者の研修を企画･実施し、療育や就学について学ぶ機会を設ける。 

 

（表１）研修実績 

項目 予定日時 研修名 担当(講師) 参加人数 

保護者研修 

(ミニ講座) 

5月 26 日(月) 精神発達 ◎武田先生 ４名 

5月 28 日(水） 子育て講座① ◎米島先生（ちくたく） ７名 

6月 25 日（火） 就学相談 ◎幼児教育センター 15名 
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7月 10 日（木） 先輩お母さんより ◎卒園児母 ９名 

７月 25 日(火) OTより ◎川合 ３名 

8月 26 日(火) 子育て講座② ◎米島先生（ちくたく） ５名 

9月 30 日（火） 感染症について ◎冨永看護師 ５名 

10月 16日(木) 相談について ◎岩倉相談員 ７名 

11月 14日（金） PTより ◎鴈原 ５名 

11月 18日（火） 子育て講座③ ◎米島先生（ちくたく） ５名 

12月 12日（金） ガイドラインについて ◎北上児発管 ８名 

1月 13 日（火） アンケートについて ◎北上児発管 ９名 

２月６日（水） 子育て講座④ ◎米島先生（ちくたく） ６名 

２月 10 日（火） 栄養士より ◎秋田栄養士 ４名 

３月 10 日（火） 在園児オリエンテーション ◎北上児発管 ６名 

 

（２）文書管理係   

・用紙作成（朝会・療育記録・給食担当表）年度の初めに準備した。 

・文書電子化、年度末ディスク保存は必要時にＰＤＦにして保存した。 

・サーバーの移行に伴いＰＣフォルダ等の整理を行った。 

・ＰＣのフォルダを作成し内容の整理は各自で行った。 

 

（３）プール係 

 ・事前に参加希望を含めた同意書を取ることで全体像を把握することが出来た。 

 ・環境整備、水質調査、必要物品を準備し、安全面・衛生面に留意した。 

 ・体温調整面に不安がある保護者の方がいたので新しく電気毛布や保温タオル・保湿タオル

を購入した。 

 ・職員研修をプール活動の前に行い、注意点など確認しあった。 

 ・1日 3回の水質検査と調整を行うことで予定通りプールを開催することが出来た。 

 ・プール開催日以外も毎日赤カビや虫などのチェックを行い、特に発生しやすい場所にユー

カリスプレーを使用することで発生をおさえることが出来た。 

 ・新型コロナウイルス感染予防対策として大人はマスク着用とし、活動設定内容に合わせて

密になりやすい場面では扉を開けたりと対策を行った。 

 ・着替え、待機部屋を高い室温にし、電気毛布なども使用することで活動前後に行った体温

測定では母子共に安定して終了することが出来た。 

 ・プール内活動はひと活動内 3組までとした。 

 

（４）通園バス   

ア 送迎 

 ・ドアツードアの送迎を行った。また、園児の負担を考慮し、乗車時間が 1 時間程度にな

るようコースを設定した。 

・帰りの送迎は基本 11時 50分発、13時 10分発、13時 50 分発、14時 40分発、15 時発、
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16 時発とした。保護者のニーズによって他の時間の送迎を個別に行って対応した。 

イ 運行管理 

・今年度全体では 52名が送迎を利用した。 

ウ その他 

・バスは通園の送迎の他、園外活動等にも利用した。 

 

（表 1）送迎地域別利用児数                      （単位：名）  

 中央 北 東 白石 厚別 豊平 清田 南 西 手稲 市外 合計 

利用児数 ３ 14 21 ０ ０ ２ ０ ０ ８ ３ 1 52 
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３ 会議 

開催予定に基づいて実施した。  

会 議 日 時 担 当 参加者 内 容 

職員会議 

（月 1回） 

8：45～ 

9：15 

児童発達支援管

理責任者 
全職員 

・翌月の予定の確認 

・全体での検討事項、課題整理 

・療育の報告、園児の情報交換 

マネージャー

会議 

（月２回） 

15：00～ 

16：00 

園長 

児発管 

リハビリ職員 

担当 

・職員会議に向けた調整、準備 

・園全体に関わることや各業務に属

さない事項の検討、調整 

保育会議 

（週 1回） 

17：00～ 

17：30 

児発管 

保育士 
担当 

・療育計画の運営、実施に向けての検

討・調整 

・園児情報を他職種と共有するため

話し合いを行った。 

個別支援計画
会議(随時） 

利用者の計

画に合わせ

て随時 

児発管 

保育士・児童指

導員 

リハビリ職員 

児発管 

対象児童の担当 

・児童発達支援計画の作成を行った。 

・必要に応じて担当職員によるカン

ファレンスを実施した。 

ケースカンフ

ァレンス会議

（週 3回） 

14:30 ～

15:00 

児発管 

保育士・児童指

導員 

リハビリ職員 

全職員 ・園児情報を共有した。 

朝会 

（毎日） 
8:45～9:00 日直 全職員 

・園児の出欠確認と情報共有、職員の

予定、全体の予定確認 

４ 防災訓練 月１回の避難訓練を実施した。（年 2回あかしあ学園と合同で実施）  

月 日 項 目 出火場所 避難場所 参加数 

４月 18日（金） 火災 厨房 園庭 52 人 

５月 16日（金） 火災 厨房 園庭 50 人 

６月 12日（木）あかしあ合同避難訓練 火災 厨房 園庭 56人 

７月 18日（金） 火災 厨房 園庭 51人 

８月８日（金） 火災 厨房 園庭 61人 

９月 19日（金） 火災 厨房 玄関ホール 55人 

10 月 24日（火）あかしあ合同避難訓練 地震・火災 厨房 玄関ホール 58人 

11 月 21日（金） 地震・火災 厨房 玄関ホール 60人 

12 月 19日（金） 風水害・火災 厨房 玄関ホール 62人 

1月 23日（金） 地震・火災 厨房 玄関ホール 52人 

2月 20日（金） 地震・火災 厨房 玄関ホール 56人 

3月 18日（水） 地震・火災 厨房 玄関ホール 53人 
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第６章 研修等 

1 職員研修 

日時 研修名 担当(講師) 参加人数 

４月１日 法人研修  ◎理事長他 31名 

４月２日～30日 新人職員研修 ◎むぎのこ ２名 

５月 14日、15日、19日 安全を守る取り組みについて ◎むぎのこ ８名 

５月 16日 感覚統合について ◎外部講師 ６名 

５月 21日 ３年目研修 ◎むぎのこ ２名 

５月 22日、26日 朝研修 ◎むぎのこ ８名 

５月 23日 リーダー・シニアリーダー研修 ◎むぎのこ ４名 

６月３日、４日 ５～７年目研修 ◎むぎのこ ９名 

６月６日 サブアシスト研修 ◎むぎのこ ６名 

６月 11日 ４年目研修 ◎むぎのこ １名 

６月 16日 プール活動について ◎看護師 ６名 

６月 18日 １年目研修 ◎むぎのこ ２名 

６月 19日 医療的ケア児の緊急時対応 ◎外部講師 15名 

６月 23日、24日、25日 リーダー研修 CSP フォローアップ ◎むぎのこ ６名 

６月 26日、30日 朝研修 ◎むぎのこ ９名 

６月 27日 ２年目研修 ◎むぎのこ １名 

７月２日 ４年目研修 ◎むぎのこ 1名 

７月４日 リハビリ・保育勉強会 ◎外部講師 15名 

7月 10日 朝研修 ◎むぎのこ ６名 

7月 23日 １年目研修 ◎むぎのこ ２名 

7月 24日、25日 サブアシスト研修 CSP フォローアップ ◎むぎのこ ４名 

８月 22日 MG研修 CSPフォローアップ ◎むぎのこ １名 

８月 26日 ３年目研修 ◎むぎのこ １名 

８月 27日 １年目研修 ◎むぎのこ ２名 

９月１日、３日 朝研修 ◎むぎのこ ９名 

９月３日 ５～７年目研修 ◎むぎのこ ６名 

９月９日 環境マネジメント・防災について ◎児発管 12名 

９月 17日 １年目研修 ◎むぎのこ ２名 

９月 24日 コードブルー研修 ◎看護師 10名 

10月６日 朝研修 ◎むぎのこ 名 

10月 10日 マネージャー研修 ◎むぎのこ ３名 

10月 15日 ２年目研修 ◎むぎのこ １名 

10月 22日 １年目研修 ◎むぎのこ ２名 
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10月 29日 リーダー研修 ◎むぎのこ ３名 

10月 30日 朝研修 ◎むぎのこ ３名 

11月６日、７日 リーダー研修 ◎むぎのこ ３名 

11月 13日 朝研修 ◎むぎのこ １名 

11月 20日 朝研修 ◎むぎのこ ４名 

11月 21日、25日 １年目交換研修 ◎むぎのこ ２名 

12月 17日 １年目研修 ◎むぎのこ １名 

12月 19日 サブアシスト CSP フォローアップ研修 ◎むぎのこ ２名 

12月 22日 安全対策研修 ◎むぎのこ 11名 

1月 14日 ４年目研修 ◎むぎのこ １名 

１月 23日 リハビリコンサルテーション ◎外部講師 ３名 

１月 28日 ５～７年目研修 ◎むぎのこ ３名 

２月 4日 ３年目研修 ◎むぎのこ １名 

２月 18日 １年目研修 ◎むぎのこ ２名 

２月 19日 AED研修 ◎外部講師 11名 

２月 25日 ２年目研修 ◎むぎのこ １名 

３月４日 ３年目研修 ◎むぎのこ １名 

３月 11日 インクルージョンについて ◎むぎのこ ２名 

３月 13日 リーダー研修 ◎むぎのこ ２名 

３月 18日 １年目研修 ◎むぎのこ ２名 
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２ 関係機関見学／視察の受入れ 

  日 程 関係機関名 人 数 

1 ５月２日（金） 医療法人 稲生会 ３ 

2 ５月８日（木） 相談室セーボネス １ 

3 ５月 29日（木） イコロ ３ 

4 ６月 11日（水） ここのね ４ 

5 ６月 20日（金） わがお ５ 

6 ６月 20日（金） 日本財団 ４ 

7 ６月 25日（水） 教育センター他 ６ 

8 ７月３日（木） 清水基金 １ 

9 ７月 22日（火） こども家庭庁 成育局保育政策課 ３ 

10 ８月 28日（木） こども家庭庁 支援局障害児支援課 ３ 

11 ９月９日（火） ヴァルハラ相談室 １ 

12 ９月 18日（木） 北海道療育園滝川通園事業所たんぽぽの家 ３ 

13 ９月 19日（金） アイライン代表 ３ 

14 ９月 27日（土） 心身障害児総合医療療育センター １ 

15 
10月２日（木）、８日（水）、

14日（火） 
西区保健センター ９ 

16 10月３日（金）、６日（月） たくあいアクティビティむぅ ８ 

17 10月 21日（火） 相談室あかり １ 

18 10月 28日（火）、31 日（金） こどもっくる ９ 

19 11月 27日（木） 相談室くるみ Plus １ 

20 12月 11日（木） ヴァルハラ相談室 ３ 

21 １月 14日（水） 北光小学校 １ 

22 １月 23日（金） ヴァルハラ相談室 ３ 

23 ３月３日（火） 東区保健センター １ 

24 
３月 11日（水）、19日（木）、

23日（月） 
ヴァルハラ相談室 ４ 

合 計 81 
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第７章 療育日課表 

 

 

療育日課表

８:30

10:00
1 ＰＴ ＯＴ ＳＴ 精発 1 ＰＴ ＯＴ ＳＴ 1 ＰＴ ＯＴ ＳＴ 1 ＰＴ ＯＴ ＳＴ 精発 1 ＰＴ ＯＴ ＳＴ

10:10

10:20

11:00
2 さくら

ちゅう
りっぷ

よつば ＰＴ ＯＴ ＳＴ 精発 2 さくら
ちゅう
りっぷ

よつば ＰＴ ＯＴ ＳＴ 2 さくら
ちゅう
りっぷ

よつば ＰＴ ＯＴ ＳＴ 2 さくら
ちゅう
りっぷ

よつば ＰＴ ＯＴ ＳＴ 精発 2 さくら
ちゅう
りっぷ

よつば ＰＴ ＯＴ ＳＴ

11:10

11:50

3 さくら
ちゅう
りっぷ

よつば ＰＴ ＯＴ ＳＴ 精発 3 さくら
ちゅう
りっぷ

よつば ＰＴ ＯＴ ＳＴ 3 さくら
ちゅう
りっぷ

よつば ＰＴ ＯＴ ＳＴ 3 さくら
ちゅう
りっぷ

よつば ＰＴ ＯＴ ＳＴ 精発 3 さくら
ちゅう
りっぷ

よつば ＰＴ ＯＴ ＳＴ

12:00

13:00

14:00

14:40
5 ＰＴ ＯＴ ＳＴ 5 ＰＴ ＯＴ ＳＴ 5 ＰＴ ＯＴ ＳＴ 5 ＰＴ ＯＴ ＳＴ 5 ＰＴ ＯＴ ＳＴ

その他 （第１，３週　10:２0～1１:２0）　整形診察 （第１週　９:３0～12:00）小児科診察 （第2週　９:３0～12:00）小児科診察 （第２週　１０:２0～1１:２0）整形外科診察

ＰＴＳＴ 精発4

午睡 午睡 午睡 午睡

木

リハ

月 火 水

13:10

13:50
4 ＳＴＯＴＰＴ4ＳＴ 精発4 ＰＴ ＰＴＯＴ ＯＴ ＳＴ

リハリハ リハ
保育
クラス

保育
クラス

保育
クラス

保育
クラス

縦割り保育 縦割り保育 縦割り保育 縦割り保育

午睡

朝の会 朝の会 朝の会 朝の会

給食

あつまり

給食

あつまり

給食

あつまり

縦割り保育

給食

あつまり

金

リハ

朝の会

給食

あつまり

ＰＴ 4 ＳＴ

保育
クラス

ＯＴＯＴ






















